
議案第３ ５サ

控訴 の提起に ついて

次の とお り控訴を提起 したいので、 地方自治法（昭和 ２２ 年法律第 ６７ 号）

第９ ６条第１ Ｊミ気第 １２ 号の規定によ り、 議会の議決を求める。

令和 ２年 ４ｊ ６口 径ｍ

１ 售事者

控訴人

披控獸入

２　 事件名

３　 控訴の趣回

南あわじ市長

南あ わじ 市長　 守　 本　 憲　私

違法公白文㈹トＵ皿請求事件の判決 に対する 控訴請求事件

（１）原 牛｜』決 中、 控獸入敗訴部分を 取り 消す。

（２）披控訴人ら の加東を棄却する。

（３）訴訟費用は、第 １審‾反び第 ２審 とも披控箍入 らの負祖とする。

４　 訴訟 の方針

田　 南あ わじ 市長 の訴訟イ弋え人を もっ て控棊す る。


